
令和３年の収入保険

加入者１５４名中６

０名が保険金等を受

取っているよ！約４

割も受け取っている

んだね！

収入保険の加入

を受付していま

す!

収入保険制度について

収入保険は、農業者自らが生産した農産物の販売収入全

体を補償する公的な保険で、青色申告を行っている農業者の

みが加入できます。

全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格

低下をはじめ、新型コロナウイルスの影響により収入が減少

した場合でも、補てんされます。

加入申請時に、青色申告の実績が１年分あれば加入でき、

加入者にご負担いただく保険料等については、保険料の

50％、積立金の75％、事務費の50％を国が補助いたします。

また、令和３年の加入者の約４割が保険金等を受取っていま

す。

◎収入保険の加入をお考えの方へ

令和５年分のお申込み期間は令和４年１２月末までです。

（問い合わせ先） NOSAI大阪

本 所 大阪市中央区農人橋2-1-33 06 (6941) 8736

北部支所 茨木市西駅前町10-20 072 (631) 7737

南部支所 和泉市北田中町215 0725 (92) 3313

ホームページ http://nosai-osaka.coｍ QRコード


